
平
成
十
三
年
経
済
産
業
省
令
第
百
三
十
二
号

中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
五
条
及
び
第
八
条
の
回

収
委
託
費
用
の
算
出
方
法
に
関
す
る
省
令

中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十

六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
中
小
企
業
信
用
保
険
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
五
条
第
二

号
及
び
第
八
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
信

用
保
険
法
第
五
条
及
び
第
八
条
の
回
収
委
託
費
用
の
算
出

方
法
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
五
条
及
び
第
八
条
に
規
定
す
る
回
収
委
託
費
用
は
、

法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
経
営
安
定
関
連
保
証
に
係
る

求
償
権
を
行
使
し
て
取
得
し
た
額
（
信
用
保
証
協
会
が

借
入
金
に
係
る
債
務
の
ほ
か
利
息
に
つ
い
て
も
弁
済
を

し
た
場
合
は
、
求
償
権
を
行
使
し
て
取
得
し
た
額
に
、

弁
済
を
し
た
借
入
金
又
は
社
債
に
係
る
債
務
の
額
の
総

弁
済
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
。
）
（
以
下

「
特
定
回
収
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
が
次
の
い
ず
れ

か
に
掲
げ
る
額
（
以
下
「
基
準
回
収
額
」
と
い
う
。
）

を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定
回
収
額
の
合
計
額
か

ら
基
準
回
収
額
を
控
除
し
た
残
額
に
、
百
分
の
十
を
乗

じ
て
得
た
額
（
既
に
回
収
委
託
費
用
が
控
除
さ
れ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
回
収
額
の
合
計
額
か
ら
基

準
回
収
額
を
控
除
し
た
残
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得

た
額
か
ら
既
に
控
除
さ
れ
た
回
収
委
託
費
用
に
相
当
す

る
額
を
控
除
し
た
額
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
求
償

権
を
行
使
す
る
た
め
に
債
権
回
収
会
社
に
支
払
わ
れ
た

委
託
手
数
料
の
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定

を
受
け
た
者
に
係
る
当
該
認
定
に
係
る
保
証
（
当
該
保

証
に
係
る
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て

そ
の
弁
済
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
な
さ
れ
た
経
営
安
定

関
連
保
証
（
以
下
「
特
定
借
換
保
証
」
と
い
う
。
）
を

含
む
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
借
換
保
証
に
係
る

債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
そ
の
弁
済

額
の
範
囲
内
に
お
い
て
な
さ
れ
た
経
営
安
定
関
連
保
証

は
、
特
定
借
換
保
証
と
み
な
す
。
）
に
係
る
求
償
権
を

行
使
し
て
取
得
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
求
償
権

の
額
の
百
分
の
一
に
相
当
す
る
額

二
　
前
号
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
求
償
権
の
額

の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
、
財
務
省
の
意
見
を
聴
い
て
、
こ
の
省
令
に

規
定
す
る
費
用
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
六
日
経
済
産
業
省

令
第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
二
月
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
成
立
し
て
い
る
保
険
関

係
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
表

期
間

規
定

平
成
十
年
十
月
一
日
か
ら
同
年
十

月
三
十
一
日
ま
で
の
間

法
第
二
条
第
三
項
第

二
号
の
規
定

平
成
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成

十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

法
第
二
条
第
三
項
第

六
号
及
び
第
七
号
の

規
定

1


